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研究要旨 

 本分担研究では、妊娠・分娩・産後期における妊産婦を対象とする保健医療サービス（以

下、妊産婦サービスという。）の国際比較から日本の特徴と課題を明らかにすることをテ

ーマとしている。今年度は、日韓の妊産婦サービス給付の違いを確認し、そのうち正常分

娩費の給付形式が両国で異なる要因について、先行研究を基に予備的な検討を行った。 

まず、日韓の妊産婦サービス給付について①分娩入院費用負担と給付形式、②入院日数、

③分娩方式、④退院後の産後ケア、の 4 つの側面を比較したところ、すべての側面で相違

が確認された。 

次に、①について、日韓はともに社会保険方式による健康保険制度を有するが、正常分

娩は日本が自由診療・現金給付、韓国が保険診療・現物給付と異なっている歴史的背景に

ついて先行研究より以下の通り整理した。 

日本は戦前から自宅分娩における産婆や助産師による介助が普及し戦前に導入された

健康保険において分娩費の水準が助産師の介助費をベースに規定され、戦後の施設分娩化

の中で、産科医の分娩報酬が助産師レベルに引き下げられることへの懸念から日本母性保

護医協会が保険適用に反対し、自由診療・現金給付が維持されてきた。 
これに対して韓国では戦前から戦後にかけて助産師による自宅分娩介助は普及せず、

1973 年医療法改正により助産師が助産所を医療機関として開設可能となったことを機に

助産所分娩が 1970 年代に拡大したが、1963 年に導入され 1989 年に皆保険が達成された

健康保険制度において正常分娩が保険適用され、助産所と病院における分娩の報酬が同額

に設定される中、1970 年代以降に民間病院が多数設立され、1980 年代以降は助産所より

も施設やサービス面で上回る病院分娩が選ばれるようになった。そのため不利益を被った

助産師団体が正常分娩の保険適用の除外を申し立てる動きが見られたが実現しなかった。 
今後の課題は、日韓の相違の要因についてさらに検討を進めること、比較福祉国家論の

枠組みのもとで、日中韓さらには欧州諸国も加えて妊産婦の受給権に着目した国際比較へ

と発展させ、日本の特徴と課題を論じることである。  

Ａ．研究目的 
 妊娠・出産は ILO 社会保障の最低基準に

関する条約（1952 年）において社会保障給 
付を行うべきリスク・ニーズの一つとされ、 
妊産婦死亡率及び乳幼児死亡率の低下は公

衆衛生上の重要課題と位置付けられて 

いた。戦後、先進諸国では自宅から施設分

娩へ移行し、分娩費用は社会保障制度から

給付され、妊産婦及び乳幼児死亡率も低下

した。我が国においても 1980 年代に妊娠・

出産は公衆衛生の課題としては達成された

と言われるに至った（福島 2020）。その後
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1990 年代以降の少子化対策の一環として

産科医療体制の維持の観点から産科医療保

障制度の導入や出産育児一時金の引き上げ

が行われたが、政権の重要課題としての位

置づけではなかった。近年の児童虐待の増

加や産後うつの問題などを背景に、妊娠・

出産・産後の包括的な支援の必要性が認識

され、成育基本法（成育過程にある者及び

その保護者並びに妊産婦に対し必要な成育

医療等を切れ目なく提供するための施策の

総合的な推進に関する法律）の制定（2018
年）、産後ケアサービスの実施を自治体の努

力義務とする母子保健法の改正（2019 年）

が相次いで実施された。また、先の菅政権

の重点政策として不妊治療の保険適用拡大

（2022 年 4 月実施）が実施され、岸田総

理も出産育児一時金の引き上げを自身の重

点政策の一つとして掲げている。このよう

に妊産婦サービス給付は政権の重点政策と

して注目を集めるようになってきている。 
 他方で、妊産婦サービス給付に関する調

査研究は多くはない。助産学・看護学の領

域において妊産婦のニーズやサービスの実

態に関する実証研究がなされているが、社

会科学系の比較医療政策や福祉国家研究に

おいて妊娠・出産は医療政策や家族政策の

一分野に過ぎず焦点をあてた研究は少ない。  
Kennedy and Kodate (2015）は妊産婦

の受給権に着目し先進 11 か国の妊産婦サ

ービスの実情をまとめた先駆的研究である。

日本も対象国の一つであるが、同書は各国

の実情を示すにとどまり諸外国との比較か

らみた日本の特徴とその歴史的背景の考察

や比較福祉国家論への示唆などは論じられ

ていない。 
本分担研究では、妊産婦サービス給付の

制度設計やその提供体制が国によって異な

るのはなぜかという疑問を出発点として、

上記先行研究（ Kennedy and Kodate 
2015）が欧州中心であったのに対し、本研

究では東アジアの国々も含む国際比較から

我が国の特徴と課題、相違の背景を考察し、

最終的には比較福祉国家研究へ新たな知見

を加えることを目指している。  
初年度においては、妊産婦サービスに関

する国際比較研究と分娩費用、入院日数、

帝王切開率、無痛分娩率などの国際比較デ

ータから日本の特徴を把握し、さらに国際

的にみて日本の最も特異な点である正常分

娩が自由診療・全額自費で出産育児一時金

が現金給付で支給される理由について歴史

的経緯を辿った先行研究レビューを行った。 
 2 年度目においては、初年度に把握した

日本の特徴の背景をさらに考察すべく、助

産師の歴史や産後ケアなど各論へレビュー

の範囲を広げるとともに、韓国、中国にお

ける出産等サービスの歴史及び現状に関す

る文献レビュー、さらにプロジェクトの研

究会を通じた情報収集も行うなど、最終年

度に国際比較からみた日本の特徴と課題を

論文としてまとめる準備を進めた。 
以下、2 年度目の研究分担報告として、

日韓の妊産婦サービスを比較し、両国の相

違の背景について先行研究に基づく予備的

な考察結果を述べる。 
 
Ｂ．研究方法 
文献、公表データ、制度に関する各種サ

イト、本プロジェクトの研究会を通じて収

集した情報に基づき、各国の制度概要を把

握し、比較検討を行った。 
 
Ｃ．研究結果及びＤ．考察 
（１）日韓の妊産婦サービスの比較 
昨年の報告書（竹沢 2021）において、先

進諸国との国際比較から見た日本の妊産婦

サービスの特徴として、①分娩入院費用負

担と給付形式、②入院日数、③分娩方式、

④産後ケア、の 4 つの側面について言及し

た。これらの側面について韓国の制度を確
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認したところ、下記の通りすべての点にお

いて日本と異なっていた。 
 
①分娩入院費用負担と給付形式 

日本：異常分娩は健康保険が適用され

本人負担は３割であるが、正常分娩

は保険給付の適用外のため全額自費

である。異常・正常分娩ともに負担

の軽減のため出産育児一時金が健康

保険から支給されるが、一例として

東京都では平均正常分娩入院費が出

産育児一時金を 20 万程度超過し家

計の負担は大きい。低所得世帯に対

しては、入院助産、出産扶助の制度

がある。 
韓国：正常・異常分娩費ともに健康保

険が適用され本人負担は 2－3 割で

ある。妊娠出産診療費支援事業

（2008 年施行、妊娠出産に関する診

療費の本人一部負担金の支払いに使

用できる電子バウチャー、通称国民

幸福カード。妊娠１回あたり 60 万

ウォン。）により支払うため、分娩入

院費はほぼ自己負担がない。 
 

②入院日数 
日本：正常分娩は平均５日で先進諸国

の中でも最も長い。その結果として

出生児一人あたり正常・異常分娩の

入院費用が高い（4,215 PPT 換算米

ドル）。 
韓国：正常分娩の平均入院は平均２泊

３日と短く、出生児一人あたり正

常・異常分娩の入院費用は先進 11
か国の中で最も低い（1,150 PPT 換

算米ドル） 
③分娩方式 

日本：硬膜外無痛分娩率は 6.1％（2014
年）、帝王切開率は 19.7％（2014 年）

でありともに低位である。 

韓国：硬膜外無痛分娩率は 40.0％
（2013年）は中位、帝王切開率 39.1％
（2015 年）は高位である。 

 
④退院後の産後ケア 

日本：退院後に一か月程度、家族によ

る家事育児サポートのもと自宅や実

家で過ごすことが一般的である。産

後一か月以内に母子保健法に基づく

新生児訪問指導があり助産師等が訪

問する。産後一年以内の産後ケア事

業は母子保健法改正により 2021 年

４月より市町村の努力義務となった

が、対象者を母親の体調不良や家族

のサポートが受けられない場合等に

限定し、利用料軽減措置を行ってい

るため普及していない。 
  韓国：産院を退院後、産後調理院で 2

週間程度過ごすことが一般的となっ

ている。費用は自己負担で平均 120
万ウォン程度、褥婦の親が負担する

ことが多い（桜井ほか 2006）。低所

得世帯に対しては費用補助がある。 
 
（2）日韓の妊産婦サービスが異なるのは

なぜか－先行研究の検討 
日韓それぞれの妊産婦サービス給付の歴

史をたどった研究は存在するが（小暮 2016、
大西 2014、松岡 2016）両国の違いを比較

しその背景要因の説明を試みた先行研究は

見当たらない。 
そこで、説明の手掛かりを得るべく、妊

産婦サービスの上位概念である保健医療政

策あるいは福祉国家の日韓比較に言及した

先行研究に範囲を広げて検討した。  
真野（2012）によれば、日本はドイツ、

フランスをはじめとする職域の社会保険制

度を基礎とする医療保険制度に属するのに

対し、韓国はアメリカや中国に類似し医療

を産業化し民間が産業的視点をもって医療
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提供を行う「治療モデル」であり、両国は

異なるモデルに位置づけられる。韓国は「治

療モデル」である結果として、帝王切開を

はじめ分娩における医療介入が多いことが

指摘されている（松岡 2016）。 
一方、比較福祉国家論においては、日韓

の類似性と相違の両面が指摘されている。

日韓は保守主義と自由主義のハイブリッド

（Esping-Andersen1997）、あるいは家族

主義（大沢 2007）と両国の類似性が指摘さ

れる一方で、韓国については「圧縮された

近代」(Chang 2010)による特殊性が指摘さ

れている。金（2016）によれば日韓は欧州

より遅れて成立した後発福祉国家である点

は共通するが、日韓の福祉国家化の展開に

タイムラグが存在し、それをもたらした歴

史的経路や因果構造の解明により両国の相

違の要因が説明されるという。 
これらの先行研究を踏まえ、日韓の医療

政策は異なるタイプに属していることが妊

産婦サービスの在り方にも影響を及ぼして

いる可能性、さらには健康保険あるいは妊

産婦サービスに係る法律の成立時期等のタ

イムラグにも留意して日韓比較を進める方

向性が得られた。 
その上で、日韓各国の妊産婦サービスの

歴史的経路を扱った下記４つの先行研究か

ら、両国の違いのうち給付方式に焦点をあ

てて、日本が現金給付、韓国が現物給付で

ある要因を予備的に探ることを試みた。 
 

①日本 
日本の特徴である妊産婦サービス給付

（健康保険制度における旧分娩費、現在の

出産育児一時金）が現金給付とされた経緯

について、小暮（2016）は健康保険法が成

立した戦前期に遡り創設当初は現金給付、

その後一時期現物給付を経て、戦時下に再

び現金給付に戻りそれが戦後も継続された

ことを明らかにしている。   

同研究で注目すべきは、戦前の健康保険

制度における分娩費の給付水準は分娩介助

における産婆の報酬その他の諸費に充てる

とされ、自宅分娩が一般的であったものの、

1939 年時点で出生児の 74％が開業産婆の

分娩介助を受けており、産婆不在の市町村

には産婆の配置を促す政策も行われていた

点である。戦前期にこれほど高い割合で開

業産婆による自宅分娩が普及していた点は

驚くべき点である。後述の通り韓国におい

ては 1980 年代に施設分娩が普及する以前

の自宅分娩が主流であった時期に開業産婆

が全く普及していなかったことは両国の大

きな違いであり、この点が日本は現金給付、

韓国が現物給付となった重要な背景要因と

考えられる。 
日本において戦後も現金給付が維持され

た理由を検討した大西（2014）は、1960
年代までの急速な施設分娩化の過程で、施

設化が進む都市部と、自宅分娩が残る郡部

の二重構造が発生し、出産経費を全国標準

化し現物給付化することが困難であったこ

と、さらに産科開業医団体である日本母性

保護医協会は正常分娩が現物給付化された

場合に助産師による分娩介助と同等の点数

に引き下げられることを危惧し保険適用外

で現金給付の現状維持を政府与党・旧厚生

省に働きかけ続けたことを指摘している。  
日本の現金給付形式は「政治」の産物であ

り日本母性保護法医協会の影響力が大きか

った点が注目される。 
 
②韓国 
では、韓国においては、なぜ正常分娩は

保険診療が適用され、現物給付形式となっ

たのだろうか。韓国の助産制度及び医療制

度について述べた松岡（2016）、岡本（2008）
によれば、韓国では戦前の日本の植民統治

において産婆の養成が開始されたがその多

くは日本人を助産するための産婆であり終
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戦とともに引き揚げたため、戦後は人材不

足の状態であった。戦前から産婆による自

宅分娩が普及していた日本国内の状況と異

なり、韓国においては戦前から戦後にかけ

ても産婆を呼んでの自宅出産は普及せず、

1980 年代に施設分娩が普及する以前にお

いては家族の介助による分娩あるいは驚く

ことに誰の介助もなく自力分娩することが

一般的であったという。 
このように韓国では介助分娩の習慣がな

い状況から一気に 1980 年代に健康保険の

皆保険化と施設分娩の普及が同時に進み、

日本のように助産師（産婆）への現金給付

というベースも無かったことから保険適

用・現物給付方式が異論なく採用されたと

考えられる。 
正常分娩は日本では自由診療・現金給付、

韓国は保険診療・現物給付という違いの中

で、次に述べる保険適用をめぐる両国の産

科医、助産師団体の対応の違いが注目され

る。日本は産科医団体が助産師による分娩

介助の水準に報酬を引き下げられないよう

保険適用を阻止し自由診療を守った。これ

に対して韓国では、松岡（2016）によれば、

健康保険の導入により正常分娩の報酬が規

定され、産科医による病院分娩と助産師に

よる助産所分娩の報酬の差をほとんどなく

した結果、病院分娩が増え助産所が衰退し、

特に健康保険が全国民を対象とするように

なった 1989 年よりその傾向が顕著となっ

た。そのため 1990 年には大韓助産協会が

正常分娩を医療保険の適用から除外するよ

うに要求したという。このように韓国では、

保険適用の結果として産科医による病院分

娩が選択されるようになり、日本とは逆に

助産師側が正常分娩の保険適用からの除外

を要求した点は興味深い。このような日韓

の違いが生じた背景についてのさらなる考

察は今後の課題とする。 
 

Ｅ．結論  
共通して少子化に直面する日韓両国であ

るが、妊産婦サービスに関する制度はかな

り異なっている。その背景に、両国の健康

保険制度の導入・普及のタイムラグと産

婆・助産師による自宅での分娩介助提供が

日本では戦前から進み健康保険の分娩費の

参照価格となっていたことなど両国の提供

体制の歴史の違いがあることが確認できた。 

 日本では産科医療機関の経営を維持する

観点が重視されてきた結果として自由診療

が維持され、分娩入院費は高騰し、出産育

児一時金だけでは分娩費用を賄えないとい

う問題が生じている。また前述の通り無痛

分娩が韓国では保険適用であるのに対して

日本では自費で高額なため、出産育児一時

金との差額に加えての追加の家計負担は重

く、所得を問わず全ての妊婦が選択可能な

サービスとはなっていない。さらに、平均

入院期間は正常分娩で平均 5 日程度である

が、諸外国ではより短期の入院となってお

り、日本の入院期間には院内における産後

ケア分を含め出産育児一時金が支給されて

いるとみなされるが、一時金の金額に合わ

せて平均 5 日の入院がパッケージ化してお

り、早期に退院し一時金の残額を産後ケア

サービス利用に充てる選択の自由はない。 
これらの課題は正常分娩の保険適用・現

物給付化によって解決へ向かうのだろうか。

保険適用化により平均 5 日間の入院期間を

諸外国並みに短縮するのであれば、退院後

の産後ケアを誰が担い、その費用負担をど

うするかという問題が浮上する。現状の実

家頼みの里帰り出産から、男性の育児休業

や産後ケアサービスの利用を新たな標準と

する場合、社会保障財政論的には男性育休

給付の財源負担が増えるとともに、産後ケ

アサービスの費用補助を健康保険から出産

育児一時金のような現金給付として引き続

き行うのか、それとも保険適用とするのか
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という論点がある。さらには、産後ケアサ

ービスは韓国のように民間主導で自費利用

とするのか。それとも希望するすべての人

が手頃な価格で質の高いサービスを利用で

きるように、介護保険を参考に一定の公的

関与・規制の下で民間サービス事業者を増

やす方向とするのだろうか。 
このような様々な論点があり、保険適

用・現物給付化は容易に実現するとは思わ

れないが、従来の出産育児一時金の議論で

最優先されてきた産科医療とその経営の維

持という観点のみならず、個人が望む妊娠、

出産、産後ケアの多様なニーズを尊重し、

選択を可能とするという観点も含め、諸外

国の事例も参考に、出産育児一時金の引き

上げや保険適用が議論されることが望まれ

る。 
今後の課題は、日韓の相違の要因につい

てさらに検討すること、比較福祉国家論の

枠組みのもとで日中韓さらには欧州諸国も

加えて妊産婦の受給権に着目した国際比較

へと展開し日本の特徴と課題を論じること

である。 

 

Ｇ．研究発表 
なし 
 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
なし 
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